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どのような行為に

いかなる主体が

どのようにして取り組むか
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研究活動における不正行為への対応等に
関するガイドライン（2014）のポイント

「本節で対象とする不正行為は、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著

しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等

の捏造、改ざん及び盗用である（以下「特定不正行為」という。）（第３節１）

旧ガイドライン（2006）：

「本ガイドラインの対象とする不正行為は、発表された研究成果の中に示されたデータや調査

結果等の捏造と改ざん、及び盗用である。ただし、故意によるものではないことが根拠をもっ

て明らかにされたものは不正行為には当たらない。」（第２部部Ⅱ１）
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特定不正行為≠研究不正
：研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン（2014）

「本節で対象とする不正行為は、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著

しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等

の捏造、改ざん及び盗用である（以下「特定不正行為」という。）（第３節１）

「研究活動における不正行為とは、研究倫理に背馳し、上記１（研究活動―発表者）及び２

（研究成果の発表―同）において、その本質ないし本来の趣旨を歪め、科学コミュニティの正

常な科学的コミュニケーションを妨げる行為にほかならない。具体的には、得られたデータや

結果の捏造、改ざん、及び他者の研究成果等の盗用が、不正行為に該当する。このほか、

（…）二重投稿、（…）不適切なオーサーシップなどが不正行為として認識されるようになっ

ている。こうした行為は、研究の立案・計画・実施・成果の取りまとめの各過程においてなさ

れる可能性がある。」（第１節３）
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なにを「研究不正」と規定するか？

文部科学省ガイドラインにおける「特定不正行為」：

「本節で対象とする不正行為は、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著

しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等

の捏造、改ざん及び盗用である（以下「特定不正行為」という。）（第３節１）

米国科学技術政策局研究不正連邦規律における「研究不正」：

「研究の提案、実施、審査および研究結果の報告における捏造、改ざん、盗用」
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発表された
研究成果における
捏造・改ざん・盗用

研究の提案・実施・審査、研究結果の
報告における捏造・改ざん・盗用

二重投稿

不適切なオーサーシップ

査読不正

不適切な査読
研究データの
不適切な管理

不十分な先行研究のレビュー

不適切な研究デザインサラミ出版

不十分な研究記録

共同研究者間の不十分なコミュニケーション

研究不正／好ましくない研究行為のグラデーション

故意

基本的注意義務の著しい懈怠
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研究公正にかかわる主な組織

大学・研究機関

学協会

行政組織

資金配分機関

• 関連規定・指針
• 不正調査の実施／告発・相談窓口
• 研究倫理教育
• データ管理のルール・体制

• 行動規範
• 関連規定・ルール
• 論文審査／不正対応
• 教育・啓発

• 研究倫理教育の受講義務化
• 研究倫理教材・機会の提供
• 研究不正に対する措置

• ガイドライン
• 研究機関の規定・体制整備の徹底
• 不正調査報告書の確認
• 国内外の体制・取り組み等の調査・公表

研究不正対応

研究公正推進PwCコンサルティング『諸外国の研究公正の推進に関する調査・分析業務報告書』
（2019年）図1-2および文部科学省科学技術・学術政策局人材政策課研究公正推進
室「公正な研究活動の推進に向けた取組」（2021年5月）をもとに作成 7



「研究分野特有の研究不正」

• 研究分野に特有/特徴的な問題

• 表面化しやすい問題/そうでない問題

特定不正行為の認定・公表状況（2015年度～2021年度）

自然科学系 人文社会系
文部科学省「公正な研究活動の推進に関する有識者会議」（第21回、2022/5/20）資料6, p.4, 6より抜粋

「氷山の一角」である可能性

画像：いらすとや
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Michael A. Bellesiles’ Arming America: 

The Origins of a National Gun Culture 
(New York: Alfred A. Knopf, Inc., 2000)

財産目録をもとに、1830年代頃まで米国は
銃社会ではなかったことを論証。

2001年、バンクロフト賞受賞

2002年、改ざん等の研究不正の認定
• 主張に合致しない特定の財産目録コレクショ
ンを意図的にデータから排除

一般的な研究慣行からの「深刻な逸脱」
• 恣意的な財産目録コレクションの利用
• 研究資料の紛失、研究記録の致命的な不備
• 研究の再現可能性の軽視

Report of the Investigative Committee in the matter of Professor Michael Bellesiles, 2002.

[https://www.emory.edu/news/Releases/Final_Report.pdf]

Cramer, C. E. (2006). Why Footnotes Matter: Checking Arming America’s Claims. 

Plagiary: Cross‐Disciplinary Studies in Plagiarism, Fabrication, and Falsification, 149‐177.



アメリカ歴史学会（AHA）
Statement on Standards of Professional Conduct

歴史学の実践における専門家としてのインテグリティは、自らの偏見について認識して、それ

らが導く場所がどこであってもしっかりとした方法と分析に従う準備をすることを求めます。

歴史家は、その発見を文書として残すべきであり、インタビューを通じて作成した文書類を含

め、その情報源、証拠やデータを利用できるように準備しておくべきです。歴史家は、自らの

情報源を誤った形で表示するべきではありません。歴史家は、その発見について、できるだけ

正確に報告し、自らの解釈に反する証拠を省いてはなりません。歴史家は、剽窃を行ってはな

りません。歴史家は、証拠についての虚偽のまたは誤った使用に反対し、そのような虚偽のま

たは誤った使用を無視したり隠蔽する取組みについても反対すべきです。
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「AHA専門職行動基準書 (2019年改定版)」（川邊咲子、亀田尭宙、後藤真による翻訳）
https://rhcr.info/aha-statement-on-standards-of-professional-conduct/

※ データの意図的な取捨選択（ときに「改ざん」）は自然科学系だけの問題ではない。
人文社会系でも共通の問題である。

https://rhcr.info/aha-statement-on-standards-of-professional-conduct/


「研究分野の特有の研究不正への対応」

• 研究分野の特性を踏まえた研究倫理教育と、それを支援する仕組みの構築

– 研究分野に特有/特徴的な問題

– 研究分野に特有/特徴的なルール：二重投稿、オーサーシップ等

– 研究分野に特有/特徴的な問題の現れ方

• 研究倫理教育をどう行うか？

– 研究分野の題材・事例を扱った研究倫理教育

– 専門科目の教育／日常の研究指導のなかでの研究倫理教育
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「研究分野の特有の研究不正への対応」

• 研究倫理教育をどう行うか？

– 研究分野の題材・事例を扱った研究倫理教育

日本医療研究開発機構

『研究公正に関するヒヤリ・

ハット集』

「何らかの理由のために不適切な研究

行為をしてしまおうか悩みながら思い

とどまった例や、周りの人にそれは不

適切な行為だと指摘されて不正をせず

に済んだ（…）事例を紹介」
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「研究分野の特有の研究不正への対応」

• 研究倫理教育をどう行うか？

– 専門科目の教育のなかに組み込む：micro insertion
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歴史文書の使用と解釈

「資料の正確な使用は歴史家に

とって重要な道徳的原則」

奴隷廃止論者Wilberforceの1789

年5月12日の英下院での演説を注

意深く読んだあと、それに依拠し

た学生のエッセイを読み、その主

張の正確性を評価

Robin L. Penslar ed., Research Ethics. Cases & Materials, Indiana University Press, 1995, p. 156.
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各センテンスが資料を適切

に使用しているかを判断

適切に用いられていない場

合は、なぜかを説明

Robin L. Penslar ed., Research Ethics. Cases & Materials, Indiana University Press, 1995, p. 158.

例）

• 対立相手の主張についての

Wilberforceの言及を、

Wilberforce本人の発言と誤

読して引用



「研究分野の特有の研究不正への対応」

• 研究倫理教育をどう行うか？

– 日常の研究指導のなかでの研究倫理教育

研究指導者が研究公正推進のためにできる５つのこと

① 相談しやすくあれ
➢ 研究の進捗や直面している問題について率直に話せるような環境を

② 生データをチェックせよ
➢ 研究室から発表される生データをつねにチェックすることで、ミスや不正を防ぐこと

ができる

③ なにを期待しているかを明確に伝えよ
➢ 実験における各自の役割や責任、全体のスケジュールなどを明確に

④ 教育の機会と指導を与えよ
➢ これくらい知ってるだろう、できるだろうという思い込みを避け、実験の様子を定期

的にチェックせよ

⑤ 研究公正担当者を知る
➢ 研究不正が疑われるときにどこに相談すればいいかを確認・共有せよ

出典 https://ori.hhs.gov/blog/new-infographic-5-
ways-supervisors-can-promote-research-integrity

米国ORI作成のリーフレット
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17https://research-integrity.info/2019amed/activity/leaflet202203
からダウンロード可（全3種） 17

https://research-integrity.info/2019amed/activity/leaflet202203


研究分野に特有/特徴的なルール
：二重投稿、オーサーシップ等

• 学協会の役割
– 二重投稿等の具体的な判断基準を明確にし、明示すること

リポジトリ等で公開された学位論文を二重投稿の対象とみなすか リポジトリ等で公開された学位論文の扱いに関する規定の有無

調査実施：2021年2月～5月
調査対象：日本学術会議協力学術研究団体のうち1826団体
回答学協会：447学協会（回収率約24%）
「「学協会における研究公正に関する取り組みと現状」アンケート調査結果レポート」（2022年3月）
https://research-integrity.info/2019amed/activity/report_societysurvey2021

https://research-integrity.info/2019amed/activity/report_societysurvey2021


研究機関にとってのベストプラクティス・
チェックリスト（抜粋）
：米国科学アカデミー報告書（2017）から

• 研究公正と組織マネジメント

– 教員に効果的な研究指導法の研修、雇用・昇進時に研究指導も基準に

– マネジメント上の重要な決定を行う際は、研究公正の点でどういう影
響があるか考慮する

– 機関広報で研究成果を誇大宣伝しない

• 風土アセスメント

– 研究公正にかかわる組織風土のデータを収集する

– 部局を超えてデータを共有する

– 優れた部局の実践を共有し、劣った部局の欠点に対処する

• 研究不正調査の実施

• 研究倫理教育・研修

– 教員を巻き込む

– 連邦政府の要求事項を最低限として、それで十分としない
19出典：National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2017: 182).



∗ここで，「起こりうる」は，当該行為について「5」(とても起こりう

る) ないし「4」と答えた回答者の割合であり，「起こりえない」は

「1」（まったく起こりえない）ないし「2」と答えた回答者の割合であ

る．また，ここでは，「分からない・回答しない」という回答を除外

した上で割合を算出している．

Figure 0.2: 問題行為の発生予測（5 年
以内）;「分からない・回答しない」を除
いたリッカートプロット図

研究機関が研究現場における研究公正に関する認識と実態を把握し、
分野の特性を踏まえたうえでデータを読み解くこと

実施時期：2021年10月～11月
調査協力機関：国内7大学
回答総数：1198件
「研究公正に関するアンケート調査」結果レポート
（2022年3月）
https://research-
integrity.info/2019amed/activity_category/report

研究機関がみずからこのようなデータを収
集・分析できる仕組みを作ることが、
AMED研究公正高度化モデル開発支援事業
（第三期）「研究公正の実態把握の高度化に
関する研究とその普及に資するシステム実
装」（2022-24年度）での取り組み課題

20

https://research-integrity.info/2019amed/activity_category/report


研究公正にかかわる主な組織

大学・研究機関

学協会

行政組織

資金配分機関

• 関連規定・指針
• 不正調査の実施／告発・相談窓口

→ 研究公正に関する相談体制の整備
• 効果的な研究倫理教育
• 研究公正のモニタリング
• データ管理のルール・体制

• 行動規範
• 関連規定・ルールの明確化
• 論文審査／不正対応
• 分野に即した教育・啓発
• 学協会間の連携

• 研究倫理教育の受講義務化
• 研究倫理教材・機会の提供
• 研究不正に対する措置

• ガイドライン
• 研究機関の規定・体制整備の徹底
• 研究機関の体制整備の支援
• 不正調査報告書の確認
• 国内外の体制・取り組み等の調査・公表

研究不正対応

研究公正推進PwCコンサルティング『諸外国の研究公正の推進に関する調査・分析業務報告書』
（2019年）図1-2および文部科学省科学技術・学術政策局人材政策課研究公正推進
室「公正な研究活動の推進に向けた取組」（2021年5月）をもとに作成 21


